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晃 

う
え 
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あ
き
ら

登
別
市
長

新年あけましておめでとうございます。新年あけましておめでとうございます。
市民の皆さまには、お健やかに新年を迎え市民の皆さまには、お健やかに新年を迎え

られたこととお喜び申し上げます。られたこととお喜び申し上げます。
昨年は、『いざなぎ景気』を超える景気の昨年は、『いざなぎ景気』を超える景気の

回復がマスコミなどでいわれておりますが、回復がマスコミなどでいわれておりますが、
サラリーマンや中小企業などでは、その実感サラリーマンや中小企業などでは、その実感
がないという声が大勢を占めております。がないという声が大勢を占めております。
一方、自治体を取り巻く行財政環境は、年一方、自治体を取り巻く行財政環境は、年

々厳しさを増し、また、少子・高齢化が進展々厳しさを増し、また、少子・高齢化が進展
し、複雑・多様化する市民の要望に、いかにし、複雑・多様化する市民の要望に、いかに
応えていくかが最大の課題となっております。応えていくかが最大の課題となっております。
このため、議会としても、その役割・機能このため、議会としても、その役割・機能

を生かして市民の声をいかに市政に反映させを生かして市民の声をいかに市政に反映させ
るかという観点から、これまでの議会のありるかという観点から、これまでの議会のあり
方について総体的な検討を行いました。方について総体的な検討を行いました。
その結果、市民との交流を深めるとともに、その結果、市民との交流を深めるとともに、

市民意見を的確にとらえた政策形成への取り市民意見を的確にとらえた政策形成への取り
組みが何よりも求められているという考えの組みが何よりも求められているという考えの
もと、議会の定例会の開催回数を年もと、議会の定例会の開催回数を年４４回から回から
年年３３回にしたほか、議員定数の削減や経費の回にしたほか、議員定数の削減や経費の
節減などに努めました。節減などに努めました。
今後はさらに、市民との協働を主軸とする今後はさらに、市民との協働を主軸とする

協働型議会の構築を目指し、『市民が主人公』協働型議会の構築を目指し、『市民が主人公』
の分権型社会の創造につながるまちづくりをの分権型社会の創造につながるまちづくりを
進めてまいります。進めてまいります。
最後に、この一年が市民の皆さまにとりま最後に、この一年が市民の皆さまにとりま

して、より良い年となりますよう心からお祈して、より良い年となりますよう心からお祈
り申し上げまして年頭のごあいさつといたしり申し上げまして年頭のごあいさつといたし
ます。ます。

新年あけましておめでとうございます。新年あけましておめでとうございます。
市民の皆さまにおかれましては、輝かしい市民の皆さまにおかれましては、輝かしい
希望に満ちた新春を迎えられたこととお喜び希望に満ちた新春を迎えられたこととお喜び
申し上げます。申し上げます。
旧年中は、市政の推進にご支援とご協力を旧年中は、市政の推進にご支援とご協力を
賜り、心から感謝申し上げます。賜り、心から感謝申し上げます。
昨年は、日本の経済好調の持続期間が戦後昨年は、日本の経済好調の持続期間が戦後
最長だった『いざなぎ景気』を超えたと発表最長だった『いざなぎ景気』を超えたと発表
されましたが、一般消費者には景気回復の実されましたが、一般消費者には景気回復の実
感は乏しく地域格差の拡大が続き、地方自治感は乏しく地域格差の拡大が続き、地方自治
体は地方分権の進展や三位一体の改革により、体は地方分権の進展や 三  位  一  体 の改革により、

さん み いっ たい

極めて厳しい財政状況となっております。極めて厳しい財政状況となっております。
このような状況の中、当市では多くの市民このような状況の中、当市では多くの市民
の参画のもと、今後の参画のもと、今後１０１０年間に行うべきまちづ年間に行うべきまちづ
くりの施策について、論議しまとめた『第くりの施策について、論議しまとめた『第４４
次総合計画第次総合計画第２２期基本計画』がスタートする期基本計画』がスタートする
など、市民と行政による協働のまちづくりのなど、市民と行政による協働のまちづくりの
推進に努めてきました。推進に努めてきました。
今後は、多様化する市民ニーズや少子・高今後は、多様化する市民ニーズや少子・高
齢社会に対応できる基礎自治体としての組織齢社会に対応できる基礎自治体としての組織
体制の整備に努めるため、近隣市町との連携体制の整備に努めるため、近隣市町との連携
や広域合併も視野に入れた検討が必要と考えや広域合併も視野に入れた検討が必要と考え
ています。ています。
この一年が、登別市の将来にとって、確かこの一年が、登別市の将来にとって、確か
な一歩として刻まれる年となるよう、なお一な一歩として刻まれる年となるよう、なお一
層のご理解とご協力をお願い申し上げますと層のご理解とご協力をお願い申し上げますと
ともに、市民の皆さまにとりまして、明るくともに、市民の皆さまにとりまして、明るく
幸多い年となりますようご祈念申し上げます。幸多い年となりますようご祈念申し上げます。

新年の
ごあいさつ
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みんなで参画
まちづくり

特集　まちづくり基本条例と市民自治推進委員会
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み
ん
な
で
創
っ
た

み
ん
な
で
創
っ
た

ま
ち
づ
く
り
の
基
本

ま
ち
づ
く
り
の
基
本

市
が
定
め
る
最
高
規
範

市
が
定
め
る
最
高
規
範

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例

�前　文（４㌻）
�第１章（４㌻）

総則（第１条・第２条）
�第２章（５㌻）

情報の公開と共有
（第３条～第６条）

�第３章（５・６㌻）
市民参画の推進
（第７条～第９条）

�第４章（６・７㌻）
連携と協力（第１０条～第１４条）

�第５章（７・８㌻）
行政の政策活動
（第１５条～第１７条）

�第６章（８・９㌻）
行政組織と職員
（第１８条～第２１条）

�第７章（９・１０㌻）
議会の役割（第２２条）

�第８章（１０㌻）
市民、市長、議員及び職員の
責務（第２３条～第２６条）

�第９章（１０・１１㌻）
最高規範性と市民自治推進委
員会（第２７条・第２８条）

登別市まちづくり基本条例
目　次



4

特集　まちづくり基本条例と市民自治推進委員会

�　

市
民
は
、
市
民
自
治
を
実
現
す
る
た
め

に
自
ら
学
び
、
市
民
の
権
利
を
行
使
し
、

ま
ち
づ
く
り
に
積
極
的
に
参
画
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。

�　

市
は
、
市
民
の
知
る
権
利
を
保
障
す
る

と
と
も
に
、
十
分
な
説
明
責
任
を
果
た
し
、

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
情

報
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。

�　

市
は
、
市
民
の
参
画
の
意
欲
を
高
め
る

よ
う
に
啓
発
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ま
ち

づ
く
り
の
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
に
お
い
て
、

市
民
の
参
画
の
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
。

�　

市
民
、
関
係
自
治
体
、
道
及
び
国
と
の

役
割
分
担
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
協
働
・

協
力
に
よ
っ
て
、
市
の
課
題
の
解
決
を
図

る
こ
と
。

�　

市
は
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
適
応
し
た
政

策
形
成
を
図
る
た
め
に
、
総
合
計
画
、
財

政
運
営
及
び
行
政
評
価
等
の
政
策
活
動
に

必
要
な
制
度
の
確
立
及
び
運
用
の
原
則
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

�　

市
は
、
市
民
に
わ
か
り
や
す
い
簡
素
で

効
率
的
な
行
政
組
織
を
編
成
す
る
と
と
も

に
、
市
職
員
の
政
策
形
成
能
力
の
育
成
・

向
上
に
努
め
る
こ
と
。

第
１
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
の
本
旨

に
基
づ
き
、
登
別
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本

理
念
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ま
ち
づ

く
り
の
主
体
者
で
あ
る
市
民
、
市
及
び
議
会

の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
や
責
任
を
明
確
に
し
、

互
い
が
協
働
し
て
創
造
的
、
持
続
的
な
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
し
、
公
正
・
公
平
・
公
開
を

原
則
と
す
る
市
民
自
治
の
実
現
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

	
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
	
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

私
た
ち
の
ま
ち
登
別
市
は
、
カ
ム
イ
ヌ
プ

リ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
山
と
多
く
の
川

が
流
れ
注
ぐ
太
平
洋
に
囲
ま
れ
、
さ
ら
に
ア

イ
ヌ
神
謡
集
に
も
謡
わ
れ
た
自
然
豊
か
な
ま

ち
で
す
。
ま
た
、
登
別
市
は
、
世
界
各
国
か

ら
多
く
の
人
が
訪
れ
る
泉
源
豊
富
な
湯
の
ま

ち
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
自
然
豊
か
な
ま
ち
を
後
世
に

引
継
ぐ
こ
と
は
、
私
た
ち
の
責
任
で
あ
る
こ

と
を
市
民
誰
も
が
深
く
認
識
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
か
ら
の
個
性
的
で
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
に
は
、
自
己
決
定
・
自
己

責
任
の
も
と
、
市
民
が
一
体
と
な
っ
て
取
組

む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
多
く
の
市
民
が
ま
ち
づ

く
り
に
参
画
で
き
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で

す
。

解　
　

説

第
１
章
総　
　

則

目　

的

前　
　

文

解　
　

説
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ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念

第
２
条 

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
市
民
及
び
市
は
こ
の

理
念
に
基
づ
き
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

解　
　

説
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登
別
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
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特集　まちづくり基本条例と市民自治推進委員会

第
７
条 

私
た
ち
市
民
は
、
男
女
の
区
別
な

く
何
人
も
自
由
、
平
等
な
立
場
で
ま
ち
づ
く

り
に
参
画
す
る
権
利
を
有
す
る
。

２　

私
た
ち
市
民
は
、
自
ら
の
発
言
と
行
動

に
責
任
を
も
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
に
参
画
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

私
た
ち
市
民
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
へ
の

参
画
に
関
し
て
は
、
自
主
性
や
自
立
性
が
尊

重
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
何
人
か
ら
も
不
当

な
関
与
や
不
利
益
を
受
け
な
い
。

第
２
章
情
報
の
公
開
と
共
有

情
報
を
知
る
権
利

第
３
条 

市
が
保
有
す
る
情
報
は
市
民
の
財

産
で
あ
り
、
私
た
ち
市
民
は
そ
れ
を
知
る
権

利
を
有
す
る
。

解　
　

説

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
��

�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
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�
�
�
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�
�
�
	


�
�
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�
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�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

第
４
条 

市
は
、
市
が
保
有
す
る
情
報
を
市

情
報
の
提
供

民
に
わ
か
り
や
す
く
提
供
す
る
と
と
も
に
、

市
民
が
迅
速
か
つ
容
易
に
取
得
で
き
る
よ
う

整
理
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
は
、
提
供
し
た
情
報
に
対
す
る
市
民

か
ら
の
意
見
、
提
言
等
を
ま
ち
づ
く
り
に
反

映
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

私
た
ち
市
民
は
、
提
供
さ
れ
た
情
報
を

積
極
的
に
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

解　
　

説

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
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�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
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�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

説
明
・
応
答
責
任

第
５
条 

市
は
、
市
政
運
営
に
あ
た
っ
て
、

公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、

市
民
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
責
務
を
有

す
る
。

２　

市
は
、
市
政
運
営
に
関
す
る
市
民
の
質

問
等
に
対
し
、
誠
実
に
応
答
す
る
責
務
を
有

す
る
。

解　
　

説

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

個
人
情
報
の
保
護

第
６
条 

市
は
、
個
人
の
権
利
及
び
利
益
が

侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
個
人
情
報

の
収
集
、
利
用
、
提
供
、
管
理
等
に
関
し
て

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解　
　

説

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

第
３
章
市
民
参
画
の
推
進

市
民
参
画
の
権
利
と
責
任

解　
　

説

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
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�
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第　

条 

私
た
ち
市
民
は
、
暮
ら
し
や
す
い

１０
地
域
社
会
を
築
く
た
め
に
、
居
住
地
、
関
心

又
は
目
的
を
共
に
す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
る

つ
な
が
り
、
組
織
等
（
以
下
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
」
と
い
う
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
意
思

に
基
づ
い
て
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

私
た
ち
市
民
は
、
地
域
社
会
の
担
い
手

で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
割
を
尊
重
す
る

と
と
も
に
、
守
り
育
て
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

３　

市
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
主
性
及
び

自
立
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
関
わ
る
施
策
を
推
進
し
、
必
要
に
応
じ
て

支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
４
章
連
携
と
協
力

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

解　
　

説

�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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�
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�
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�
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�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

参
画
機
会
の
保
障

第
８
条 

市
は
、
市
民
参
画
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
は
、
市
民
参
画
の
仕
組
み
を
明
ら
か

に
し
、
市
民
が
参
画
し
や
す
い
環
境
を
整
備

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解　
　

説
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�
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��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�


市
民
投
票
制
度

第
９
条 

市
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
重

要
事
項
に
つ
い
て
、
直
接
、
市
民
の
意
思
を

確
認
す
る
た
め
、
市
民
投
票
制
度
を
設
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

市
民
投
票
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
に
応
じ
、
別
に
条
例

で
定
め
る
。

解　
　

説

�
�
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�
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�
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�
�

�
�
�
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�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�

解　
　

説

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�

�
�

第　

条 

私
た
ち
市
民
は
、
福
祉
、
環
境
、

１１
経
済
、
観
光
、
教
育
、
文
化
、
学
術
、
芸
術
、

ス
ポ
ー
ツ
等
の
様
々
な
分
野
に
関
す
る
取
組

を
通
じ
て
、
市
外
の
人
々
と
連
携
・
協
力
す

る
と
と
も
に
、
市
外
の
人
々
の
意
見
や
提
言

等
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
用
す
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
外
の
人
々
と
の
連
携
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�
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�
�

�
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�
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�
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�
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�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

国
及
び
関
係
す
る
自
治
体
等

と
の
連
携 

第　

条 

市
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
に

１２
あ
た
り
、
国
及
び
関
係
自
治
体
等
と
の
連
携
・

協
力
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解　
　

説

�
�
�
�
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�
�
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�
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�
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�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

国
及
び
道
へ
の
意
見
・
提
案

第　

条 

市
は
、
国
及
び
道
と
対
等
・
協
力

１３
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
自
ら
の

公
共
課
題
の
解
決
を
図
る
と
と
も
に
、
市
の

自
主
的
、
自
立
的
発
展
の
た
め
に
、
国
及
び

道
に
対
し
て
政
策
及
び
制
度
の
改
善
等
に
関

す
る
意
見
・
提
案
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と

す
る
。

解　
　

説
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�
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�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

国
際
交
流
活
動

第　

条 

市
民
、
市
及
び
議
会
は
、
国
際
社

１４
会
に
お
け
る
自
治
体
の
責
任
と
役
割
を
深
く

認
識
し
、
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
国
際
的
な

交
流
・
連
携
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

解　
　

説

�
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�
�
�
�
�
�
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第
５
章
行
政
の
政
策
活
動

総
合
計
画

第　

条 

市
は
、
市
の
将
来
の
あ
る
べ
き
姿

１５
を
明
ら
か
に
す
る
基
本
構
想
及
び
基
本
構
想

を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
計
画
（
以
下
「
総

合
計
画
」
と
い
う
。
）
を
広
く
市
民
の
参
画

の
も
と
に
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

基
本
計
画
を
具
体
的
に
実
施
す
る
に
あ

た
り
、
実
施
計
画
を
策
定
す
る
。

３　

実
施
計
画
は
、
行
政
評
価
や
財
政
状
況

を
踏
ま
え
て
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

実
施
計
画
に
お
い
て
実
施
す
る
政
策
は
、

一
覧
表
で
表
示
す
る
と
と
も
に
、
市
民
に
わ

か
り
や
す
く
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

総
合
計
画
以
外
に
特
定
の
政
策
分
野
に

お
け
る
基
本
的
な
方
向
を
明
ら
か
に
す
る
個

別
計
画
等
を
策
定
す
る
場
合
は
、
総
合
計
画

と
の
整
合
性
を
図
る
も
の
と
す
る
。

▲全国から大学生が集い、登別市の観光政策につ
いて提言を行った『第１回全国大学政策フォー
ラム ｉｎ 登別』

イン

▲登別デンマーク協会が、デンマークからの研修
生マチルデ・ラスムッセンさん（左）を受け入
れて開催した『デンマーク料理教室』
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特集　まちづくり基本条例と市民自治推進委員会

第　

条 

市
は
、
行
財
政
運
営
を
効
果
的
、

１７
効
率
的
に
行
う
と
と
も
に
、
透
明
性
を
高
め
、

説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
、
市
民
参
画
に
よ

る
行
政
評
価
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
は
、
行
政
評
価
に
つ
い
て
、
で
き
る

限
り
客
観
的
な
手
法
を
用
い
て
実
施
す
る
こ

と
と
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、

ま
ち
づ
く
り
に
反
映
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
６
章
行
政
組
織
と
職
員

行
政
評
価
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財
政
運
営
等

第　

条 

市
は
、
財
政
運
営
に
あ
た
っ
て
、

１６
常
に
健
全
財
政
を
旨
と
し
、
最
少
の
経
費
で

最
大
の
効
果
を
あ
げ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２　

市
の
予
算
は
、
財
政
状
況
を
勘
案
し
、

市
民
の
意
向
を
踏
ま
え
て
編
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３　

市
は
、
毎
年
、
収
支
や
財
産
、
負
債
な

ど
を
含
む
財
政
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４　

市
は
、
市
民
負
担
の
あ
り
方
や
市
有
財

産
の
活
用
等
の
検
討
と
と
も
に
、
市
の
自
立

的
な
財
政
基
盤
の
強
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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第　

条　

行
政
組
織
は
、
市
民
に
わ
か
り
や

１８
す
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
経
済
情

勢
等
の
変
化
に
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
編

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
は
、
職
員
定
数
の
適
正
化
計
画
を
定

め
、
効
果
的
、
効
率
的
な
行
政
運
営
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
政
組
織
の
編
成
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▲登別市総合計画（平成８年策定）と第２期基本計
画（平成１８年策定）
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特集　まちづくり基本条例と市民自治推進委員会

第
７
章
議
会
の
役
割

第　

条　

議
会
は
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
ま

２２
ち
づ
く
り
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
自
由
に

議
論
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

議
会
は
、
市
民
を
代
表
し
て
最
終
的
意

思
を
決
定
す
る
議
決
機
関
と
し
て
、
市
民
の

意
思
が
市
政
の
運
営
に
反
映
す
る
よ
う
活
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

議
会
は
、
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た

政
策
立
案
に
積
極
的
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４　

議
会
は
、
市
の
事
務
事
業
が
公
平
・
効

率
的
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
市
民

の
立
場
に
立
っ
て
監
視
し
、
け
ん
制
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

議
会
は
、
議
会
改
革
に
努
め
、
議
会
の

持
つ
情
報
を
市
民
と
共
有
で
き
る
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
会
の
役
割
と
責
務

第　

条　

市
は
、
災
害
等
か
ら
市
民
の
生
命
、

１９
身
体
及
び
財
産
を
守
る
た
め
に
、
市
民
、
関

係
機
関
と
の
連
携
・
協
力
及
び
相
互
支
援
に

よ
る
危
機
管
理
体
制
の
構
築
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

危
機
管
理
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第　

条　

市
は
、
時
代
の
変
化
に
よ
り
生
じ

２０
る
政
策
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
職
員
の
政

策
形
成
能
力
の
育
成
・
向
上
を
図
る
研
修
の

充
実
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
は
、
職
員
が
市
民
と
と
も
に
ま
ち
づ

く
り
に
参
画
す
る
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 職　

員
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第　

条　

市
は
、
出
資
や
補
助
、
事
務
事
業

２１
の
委
託
ま
た
は
職
員
を
派
遣
し
て
い
る
団
体

に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
団
体
の
運

営
体
制
等
に
関
す
る
情
報
の
開
示
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
団
体
は

市
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
資
団
体
等

▲市議会定例会

▲市職員研修

▲登別市総合防災訓練で町内会が参加した初
期消火訓練
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特集　まちづくり基本条例と市民自治推進委員会

第
９
章
最
高
規
範
性
と
市
民

自
治
推
進
委
員
会

第　

条　

こ
の
条
例
は
、
市
が
定
め
る
最
高

２７
規
範
で
あ
り
、
市
は
、
他
の
条
例
、
規
則
等

の
制
定
改
廃
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
条
例
の
趣

旨
を
尊
重
し
、
整
合
性
を
図
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

最
高
規
範
性
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第
８
章
市
民
、
市
長
、
議
員

及
び
職
員
の
責
務

第　

条　

私
た
ち
市
民
は
、
ま
ち
づ
く
り
の

２３
主
体
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
互
い
に
協
力
・

助
け
合
い
な
が
ら
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理

念
に
基
づ
き
、
市
と
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
、
市
の
発
展
に
寄
与
す
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
民
の
責
務

解　
　

説
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第　

条　

市
長
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理

２４
念
を
遵
守
し
、
市
民
と
と
も
に
自
主
・
自
立

の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
努
め
、
市
民
の
負

託
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
長
の
責
務

解　
　

説
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第　

条　

議
員
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
ま

２５
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
を
遵
守
し
、
市
民
の

福
祉
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
員
の
責
務

解　
　

説
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第　

条　

職
員
は
、
そ
の
職
責
が
市
民
の
信

２６
託
に
由
来
す
る
こ
と
を
自
覚
し
、
こ
の
条
例

に
定
め
る
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
及
び
こ

れ
に
基
づ
い
て
創
設
さ
れ
る
制
度
を
遵
守
し

て
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

職
員
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
そ
の
活
動
に
積
極
的
に
参
画
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

職
員
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
課
題
を
解
決

す
る
た
め
、
必
要
な
知
識
、
技
能
の
習
得
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

職
員
は
、
他
の
職
員
が
市
の
行
政
執
行

の
公
正
を
妨
げ
、
市
政
に
対
す
る
市
民
の
信

頼
を
き
損
す
る
よ
う
な
行
為
を
行
っ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
市
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
員
の
責
務

解　
　

説
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特集　まちづくり基本条例と市民自治推進委員会

第　

条　

こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た

２８
め
、
市
に
登
別
市
市
民
自
治
推
進
委
員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す

る
。

２　

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
協
議
す
る
。

�　

市
民
自
治
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

�　

市
民
と
市
の
協
働
の
あ
り
方
に
関
す

る
こ
と

�　

市
の
進
め
る
事
務
・
事
業
に
関
す
る

こ
と

�　

こ
の
条
例
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と

�　

そ
の
他

３　

前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員

会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

市
長
が
別
に
定
め
る
。

市
民
自
治
推
進
委
員
会
の

　
設
置 

解　
　

説

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�


�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�


�
�

�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

皆さんは、日々の生活の中で、「登別市でもこんなことができたらもっ
と便利になるのに」、「実現できると思うけど、なぜ、誰も取り組まない
のだろう」、「登別市で暮らす上で、こんな問題があるけど、誰も疑問に
思わないのだろうか」と思うことはありませんか。
市は、市民と協働のまちづくりを進めるため、『登別市市民自治推進委

員会』の委員を随時、募集しています。
委員といっても堅苦しいものではなく、より良い『のぼりべつ』を実現

するため、まちの問題点や課題について、意見を出し合い、市に提言をし
たり、疑問点について勉強会を行ったり、自分たちにできることがないか
模索する『まちづくりの有志』です。
「行政のことが分からない」、「まちづくりなんて難しそう」、「特別

な意見なんて持っていない」と考えず、気軽にご参加ください。
明日の輝く『のぼりべつ』は、皆さんのちょっとした一言から生まれる

かもしれません。

▼応募資格　市民と行政による協働の
まちづくりに賛同し、市内に居住ま
たは通勤・通学している１８歳以上の
方

▼募集形態　登録制（３年ごとに更新）

▼委員の身分　無報酬のボランティア
で、会議出席時などの交通費も支給
されません

▼申込方法　市のホームページ（新着情報）や市役所本庁舎市民コーナー、
各支所、市民会館、市立図書館に備え付けの登録申込書に必要事項を記
入の上、企画グループへ持参または郵送していただくかＥメールでお申
し込みください

一緒にまちづくりをしませんか一緒にまちづくりをしませんか一緒にまちづくりをしませんか
～登別市市民自治推進委員会の委員を募集しています～

企画グループ

登別市まちづくり基本条例と
登別市市民自治推進委員会に
ついてのお問い合わせは

�◯８５ １１２２　�◯８５ １１０８
〒０５９－００１２　中央町６丁目１１
ホームページ：http://www.ci
ty.noboribetsu.hokkaido.jp
Ｅメール：kikaku@city.nobo
ribetsu.hokkaido.jp

①市民自治の実現
憲法第９２条に規定する『地方自

治の本旨』についての一般的な考
え方である『住民自治（②参照）』
と『団体自治（③参照）』の２つ
の意味における地方自治を確立す
ること。

②住民自治
地方自治体の運営は、その自治

体の住民の意思に基づき、広範な
住民の参画により行われるべきも
ので、地域内の課題は、住民自ら
が解決を図ること。

③団体自治
地方自治体が国から独立した団

体として、団体自らの意思と責任
で自治行政を行うこと。

④ＮＰＯ
民間非営利組織のこと。株式会

社などの営利を追求する企業とは
異なり、営利を目的としない組織。

⑤地方分権一括法
正式には『地方分権の推進を図

るための関係法律の整備等に関す
る法律』といい、地方分権を推進
するために４７５本の法律を一括改
正する法律で、一部の規定を除き、
平成１２年４月に施行。

⑥機関委任事務
国から委任され、地方自治体が

代行して行う事務。

用語解説用語解説用語解説用語解説

▲第１回登別市市民自治推進委員会
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サイパン 

平
成　

年　

月　

日
�
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
自

１８

１１

２０

治
領
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島
サ
イ
パ
ン
市
で
、
上
野
市

長
と
サ
イ
パ
ン
市
の
ホ
ァ
ン
・
ト
ゥ
デ
ラ
市
長
が

友
好
都
市
締
結
同
意
書
に
署
名
し
ま
し
た
。

今
月
号
で
は
、
友
好
都
市
締
結
に
至
っ
た
経
緯

や
登
別
市
と
サ
イ
パ
ン
市
の
関
わ
り
な
ど
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

国
際
交
流
の
取
り
組
み

国
際
交
流
の
取
り
組
み

▲友好都市締結同意書に署名する上野市長と
ホァン市長

登
別
市
・
サ
イ
パ
ン
市
友
好
都
市
締
結

国
境
を
越
え
て

広
が
る
交
流
の
輪
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友
好
都
市
締
結
に
至
っ
た
経
緯

友
好
都
市
締
結
に
至
っ
た
経
緯

▲マリア観音像

▲上野市長から地獄谷の写真を受け取る
ホァン市長
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今
後
の
取
り
組
み

今
後
の
取
り
組
み

登
別
市
と

登
別
市
と

サ
イ
パ
ン
市
と
の
関
わ
り

サ
イ
パ
ン
市
と
の
関
わ
り

企画グループ
�◯８５ １１２２
�◯８５ １１０８

サイパン市との友
好都市締結に関す
るお問い合わせは

▲スーサイドクリフ
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男女の対等な協力で介護を ～男女共同参画講演会～ 
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～森のおうち＆遊歩道完成式～～森のおうち＆遊歩道完成式～

自己記録の更新を目指して力泳 ～第５３回室蘭地域スイミング
　クラブ水泳競技大会～ 

完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成完成しししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままましししししししししししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。しました。森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森やややややややややややややややややややややややややややややややややや木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木とととととととととととととととととととととととととととととととととのののののののののののののののののののののののののののののののののとの触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触触れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠拠点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点拠点
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����� ▲遊歩道のテープカットを行う代表者

▲森のおうちの前で記念写真
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あなたも卒煙しませんか ～禁煙講演会～ 
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自作のしめ飾りで新年を迎えます ～正月しめ飾りづくり体験～ 

～平成１８年度登別市不登校・いじめ等対策会議第２回教職員研修会～～平成１８年度登別市不登校・いじめ等対策会議第２回教職員研修会～ 
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料理サークル『カモミール』

自分で育てたハーブを使
って、料理作りを楽しん
でいます

Group仲 間 た ち

人が輝き　まちがときめく
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（
高
齢
・
介
護
・

障
が
い
）

（
高
齢
・
介
護
・

障
が
い
）
のの

窓



17

      1 2 3
 4 5 6 7 8 9 １０
 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
 ２５ ２６ ２７ ２８

２月
 日 月 火 水 木 金 土

   1 2 3 4 5 6
 7 8 9 １０ １１ １２ １３
 １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０
 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
 ２８ ２９ ３０ ３１

１月
 日 月 火 水 木 金 土

情報あらかると
くろーずあっぷ

●１８ 　平成１９年度保育所入所児童を募集し
ます

●１８ 　観光ビジネス実務講座を開催します

●１９ 　所得税の還付申告、市・道民税申告
が始まります

●２３ 　第２８回登別市長杯争奪新春囲碁大会
を開催します

●２４ 　第３７回小中学生書き初め展の作品を
募集します

●２４ 　オリンピックメダリスト 堀  井  学 さん
ほり い まなぶ

がやってくる

●２５ 　幌別川探鳥会を開催します

●２６ 　冬休みスペシャルウイーク２００７

●３０ 　第３６回登別温泉湯まつり

●３０ 　１，０００人に登別温泉入浴をご招待

毎月のお知らせ

●１８ 　健康相談・診査

●１９ 　１月の歯科救急医療

●１９ 　１月の市立図書館行事

●２３ 　２月の集団予防接種

●２３ 　２月の粗大ごみ収集

●２５ 　無料法律相談・くらしの無料相談

●２９ 　今月の新着図書

●２９ 　不用品ダイヤル市

『
▼
申
し
込
み
』

 

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
▼
問
い
合
わ
せ
』

忘れずに納めましょう
～納期限は１月３１日（水）です～
��������	
�������
��������	
���������
���������	���������	
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かると

『
▼
申
し
込
み
』

 

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
▼
問
い
合
わ
せ
』
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査
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査
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◎
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査
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▼
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健
康
相
談
・
診
査

健
康
相
談
・
診
査

健
康
推
進
グ
ル
ー
プ

健
康
推
進
グ
ル
ー
プ

（
し
ん
た

内

（
し
ん
た　

内
��
◯◯８５８５
０
１
０
０
）

 

０
１
０
０
）

２１２１

申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申ししししししししししししししししししししし込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ申し込み
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問 いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい問　い
合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ合わせ

受付時間対　　象クラス

１０：１５～

１０：３０

平成１８年６月生
まれで第２子目
以降のお子さん

ひ よ こ
く ら す

１２：４５～

１３：００

平成１８年６月生
まれで第１子目
の お 子 さ ん

もぐもぐ
く ら す

◎
８
カ
月
児
健
康
相
談

▼
月
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�
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▼
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�
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▼
保
育
所
名
・
定
員
・
対
象
な
ど

平
成　

年
度
保
育
所
入
所
児
童
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を
募
集
し
ま
す
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▼
申
込
書
の
配
布
・
受
付
期
間�
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▼
申
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の
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受
付
場
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観
光
ビ
ジ
ネ
ス
実
務
講
座
を

開
催
し
ま
す

 

登
別
・
白
老
雇
用
創
出
協
議
会
主
催 

▼
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▼
受
講
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�

▼
申
し
込
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電話番号住　　　所対　象定　員保育所名

◯８５ ２５５７富士町７丁目２－１

生後６カ月
以　　　上

各１２０人

富 士 保 育 所

◯８８ ０１５１幌別町８丁目１７幌別東保育所

◯８６ ９５１５栄町２丁目６－１栄 町 保 育 所

◯８６ ７２５４鷲別町４丁目３６－１８鷲 別 保 育 所

◯８０ １１３３登別本町２丁目２５－９６０人登 別 保 育 所
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１月の歯科救急医療
住　　所・電話番号診 療 所 名日　時

登別市新川町４丁目１５－１０
�◯８８ ０８０９えばた歯科医院１月１日（月）

９時～１１時

登別市登別東町２丁目２７－１
�◯８３ １２７０かただ歯科医院１月２日（火）

９時～１１時

登別市富岸町２丁目１１－３
�◯８６ ００４８

く ど う 歯 科
ク リ ニ ッ ク

１月３日（水）
９時～１１時

室蘭市白鳥台４丁目２０－５
�◯５９ ２２００

高 橋 歯 科
ク リ ニ ッ ク１月７日（日）

９時～１１時 登別市中央町１丁目４－１
�◯８５ ２８２６宮武歯科医院

室蘭市東町４丁目３１－５
�◯４４ １３１０小野瀬歯科医院１月８日（月）

９時～１１時

室蘭市中央町３丁目４－１３
�◯２２ １１８４多田歯科医院

１月１４日（日）
９時～１１時 伊達市山下町５５

�０１４２◯２５ ３８２２金 本 歯 科

室蘭市本町２丁目６－８
�◯２３ ０６８０谷 口 歯 科１月２１日（日）

９時～１１時

室蘭市高砂町５丁目３１－１２
�◯４５ ８６２２高砂歯科医院１月２８日（日）

９時～１１時

　　　　室蘭歯科医師会（�◯４３ ３５２２）問　い
合わせ

１月の市立図書館行事１月の市立図書館行事

問い合わせ 市立図書館（�◯８５ 4324）

対　　象行　　事　　名場　所日　　時

幼児
（保護者同伴）
小学生
（申し込みは終
了しています）

冬休み工作
ダンボールを使ってギ
ターを作ります

鷲　別
公民館

１月１１日（木）
１０時

市　立
図書館

１月１２日（金）
１０時３０分

幼児
（保護者同伴）

DVD上映会

１月１３日（土）
１０時３０分

小学生以上１月１３日（土）
１３時３０分

幼児
（保護者同伴）

１月１４日（日）
１０時３０分

小学生以上１月１４日（日）
１３時３０分

小学生以上
（申し込みは終
了しています）

おえかき教室１月２７日（土）
１０時３０分

小学生以上読み語り１月２７日（土）
１３時３０分
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▼
場
所
・
月
日
・
時
間

所
得
税
の
還
付
申
告
、
市
・

道
民
税
申
告
が
始
ま
り
ま
す

▼
日
時�
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�
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�

�
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��
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簡
単
！
楽
し
い
！

体
操
教
室
を
開
催
し
ま
す

▼
問
い
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�
日
か
ろ
や
か
体
操
講
座
を

開
催
し
ま
す
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時　間月　　日場　　所

９時～ 
 １１時３０分
１３時～ 
 １６時３０分

１月９日（火）～１９日（金）
（土・日曜日を除く）

市役所
１階６番窓口

１月２２日（月）～３月１５日（木）
（土・日曜日、祝日を除く）

市役所
３階第１会議室

２月２２日（木）・２３日（金）・
３月１日（木）鷲別公民館

２月２６日（月）・２７日（火）婦人センター

３月２日（金）登別温泉ふれあいセ
ンター

１０時～１２時
１３時～１６時１月２９日（月）・３０日（火）

市民会館大会議室　
（室蘭税務署主催）
※所得税の還付申告のみ。

市立図書館は、６
月まで毎週木曜日の
利用時間を１９時３０分
まで延長（試行）し
ますので、ご利用く
ださい。
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資
料
館
の
日
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シ
リ
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縄
文
文
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『
黒
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で
ナ
イ
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を
つ
く
ろ
う
！
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付
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建
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工
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・
物
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入
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格
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受
け
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け
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イ
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番
地
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守
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ラ
イ
ン

���
 

〜
�
月　

日
は
『　

番
の
日
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広
報
紙
『
ほ
っ
か
い
ど
う
』
は
新

聞
折
り
込
み
で
配
布
し
て
い
ま
す
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▼
問
い
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受付場所提　　出　　書　　類事業種別

第二会議室
（市役所３階）

�建設工事等競争入札参加資格審査申請書
※（社）北海道土木協会発行の市町村統一様式
（登別建設協会で取り扱い）です。

�登別市税（すべて）の納税証明書など

建設工事、
設計、測量
など

〒０５９-００１２
中央町６丁目１１
契約グループ
（市役所３階）

�物品の購入等競争入札参加資格審査申請
書（契約グループに備え付けの市指定様
式）

※上記申請書様式は市ホームページ（トッ
プページ→新着情報）からダウンロード
できます。

�登別市税（すべて）の納税証明書など

物品の購入
など

▲広報紙ほっかいどう
２００６年１１月号表紙
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かると

『
▼
申
し
込
み
』

 

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
▼
問
い
合
わ
せ
』

��������	
���

▼日時　１月２０日（土）　１０時～１２時

▼場所　中央子育て支援センター

▼対象　小学校入学前のお
子さんとそのお父さん

▼内容　絵本や遊具を使っ
た自由遊びなど

※直接会場にお越しくださ
い。

※駐車場があります。

��������	
������

▼日時　１月２６日（金）　１０時～１２時

▼場所　若草放課後児童クラブ（若草小学校内）
※小学校裏よりお入りください。

▼対象　市内に居住する小学校入学前のお子さんと
その保護者

▼内容　子どもたちや保護者の交流

▼持ち物　上靴（子ども・保護者とも）
※直接会場にお越しください。
※放課後児童クラブ玄関前（若草小学校裏）に駐車
場があります。

���������	
�
�������

▼日時　１月２９日（月）　１０時～１２時

▼場所　しんた２１多目的ホール

▼対象　市内に居住する２・３歳のお子さんとその
保護者

▼内容　運動遊び、親子競技など

▼定員　３０組（申込順）

▼持ち物　上靴、飲料水、動きやすい服装

▼申込期間　１月９日（火）から１２日（金）までに電話（９
時～１７時）でお申し込みください

���������	
�

▼月日・場所

▼時間　９時３０分～１１時

▼対象　市内に居住する小学校入学前のお子さんと
その保護者

▼内容　保育所児童との遊び
▼持ち物　上靴（子ども・保護者とも）、着替え

（外で遊ぶことがあります）
※直接会場にお越しください。

��������	
��

▼グループ・対象・日時・内容

▼場所　中央子育て支援センター

▼定員　各１０組程度（申込順）

▼参加料　無料

▼申し込み　１月１５日（月）から１８日（木）までに電話（９
時～１７時）でお申し込みください

場　　所月　　日
富 士 保 育 所２月１日（木）
鷲 別 保 育 所

２月７日（水）
幌 別 東 保 育 所
栄 町 保 育 所２月８日（木）
登 別 保 育 所２月１５日（木）

申し込み・問い合わせ　中央子育て支援センター（�◯８１ ３７１５）

内　容日　時対　象グループ

手遊び、運動
遊び、保健師・
栄養士との懇
談など

２月１日（木）か
ら３月１５日（木）
までの毎週木
曜日　１０時～
１２時

生後１０カ月～
１歳２カ月の
お子さんとそ
の保護者

０歳児
グループ

手遊び、運動
遊び、雪遊び、
親子製作など

１月３０日（火）か
ら３月１３日（火）
までの毎週火
曜日　１０時～
１２時

１歳６カ月～
２歳５カ月の
お子さんとそ
の保護者

１歳児
グループ
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問い合わせ
環境対策グループ

（クリンクルセンター内�◯８５ ２９５８）

※粗大ごみの収集は、電話で受け付けしています。
※粗大ごみは、１品ごとにごみ処理券（１枚１６０円）
を張って出してください（１回につき５品まで）。
※粗大ごみの収集日は、『家庭ごみ収集カレンダー』
にも掲載しています。また、今後の『広報のぼり
べつ』でもお知らせします。

▼申し込み　申込期間の９時～１７時（土・日曜日、
祝日を除く）に電話で㈲登和清掃（�◯８８ ０２００）

野犬掃とうを行います
犬を放し飼いにしていると、野犬とみなし捕獲し
ます。飼い主の方は、必ず犬をけい留して、首輪、
鎖、けい留杭などの点検を行ってください。

▼野犬掃とう期間　１月１日（月）～３月３１日（土）

犬を飼うときは、市に届け出をしてください
生後９１日以上の犬を飼うときは登録（飼い主の名
前・住所、犬の名前・種類など）が必要です。
また、犬が死んだとき、飼い主が変更になったと
き、住所が変わったときは届け出が必要です。

飼い犬が行方不明になったとき
室蘭警察署や室蘭保健所、市で飼い犬を保護して
いる場合があります。飼い犬が行方不明になったと
きはご確認ください。

守っていますか？飼い主のマナー
雪の降る季節になり、犬の散歩時のふんを雪で隠
す飼い主がいます。春になり雪解けが進むとふんを
踏み不快な思いをされる方がいますので、散歩時の
ふんは、必ず持ち帰り責任を持って処理しましょう。

申込期間
（土・日曜日、祝日を除く）

収　集　日地　区　名

１月２２日（月） 
 ～２月２日（金）

２月５日（月） 
 ～１０日（土）富 士 町

１月２９日（月） 
 ～２月９日（金）

２月１２日（月） 
 ～１７日（土）柏 木 町

２月５日（月） 
 ～１６日（金）

２月１９日（月） 
 ～２４日（土）常 盤 町

２月１３日（火） 
 ～２３日（金）

２月２６日（月） 
 ～３月３日（土）桜 木 町

2月の粗大ごみ収集

▼日時������������������	��


▼場所����������	
���

▼参加料���������	
�����������
������

��������	
���

問い合わせ　登別棋道連盟・岩倉さん
　　（�◯８８ １２５３）

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第222222222222222222222888888888888888888888回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争争奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪奪第28回登別市長杯争奪
新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲囲碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁碁大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会ををををををををををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす 新春囲碁大会を開催します

～登別棋道連盟主催～

問い合わせ
健康推進グループ

（しんた２１内�◯８５ ０１００）

しんた21よりしんた21より

接種回数対　象日　時場　所種類

１回
出生直後
から６カ
月未満児

２月８日（木）
１２：４５～１３：１５しんた２１

ＢＣＧ

２月２０日（火）
１２：４５～１３：１５鷲別公民館

２月の集団予防接種

●通院中の方は接種してよいかを主治医と相談し
てください

●必ず母子健康手帳を持参してください
※予防接種は無料で受けられます。
※年間日程表（３月まで）は、接種場所やしんた
２１で配布しています。

血液が不足しています　　　　　　
献血にご協力ください
�イーストショップ前
 １月５日（金）　１０時～１３時
  １４時１５分～１６時３０分
�市役所第２庁舎前
 １月２２日（月）

９時３０分～１１時３０分
�恵愛病院前
 １月２２日（月）
１４時３０分～１６時３０分
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オリンピックメダリスト　　　　　　
 堀  井 
ほり い

 学 さんがやってくる
まなぶ

～文化・スポーツ振興２００６実行委員会主催～

リレハンメルオリンピックのスピードスケート
（５００㍍）で、銅メダルを獲得した堀井学さん（室
蘭市出身）が、皆さんに熱いメッセージを送る講演
会です。

▼日時　１月２０日（土）　１３時～１４時

▼場所　市民会館

▼定員　３００人

▼入場料　無料
※１１時から青葉スケートリンクで、堀井さんによる
小学生対象のスケート教室が行われますので、ご
観覧ください（駐車場はありません）。

親子お菓子作り教室を開催します

▼日時　２月４日（日）　１０時～１２時

▼場所　市民会館

▼内容　デコレーションケーキとクッキー作り

▼定員　１０組（申込順）

▼参加料　１，２００円（１組）

▼持ち物　エプロン、三角きん、ふきん、果物ナイ

フ、パレットナイフ
▼申し込み　１月１０日（水）から１７日（水）までに電話（９

時～１７時）でお申し込みください

初心者英会話教室を開催します

▼日時　２月１５日（木）・１９日（月）・２２日（木）・２６日（月）・３
月１日（木）・５日（月）（全６回）　１８時３０分～２０時

▼場所　市民会館

▼内容　日常的な会話（初級）

▼対象　１８歳以上の方

▼定員　２０人（申込順）

▼参加料　１，５００円

▼持ち物　筆記用具

▼申し込み　１月１５日（月）から２２日（月）まで（土・日曜
日を除く）に電話（９時～１７時）でお申し込みく
ださい

市民プール『らくあ』が利用できません
１月１３日（土）・１４日（日）は、第３３回新年フェスティバ

ル水泳競技大会が開かれますので、一般の方のご利
用ができません。

▼問い合わせ　市民プール（�◯８５ ５５８８）

文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化・・・・・・・・・・・・・・・・ススススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーツツツツツツツツツツツツツツツツ振振振振振振振振振振振振振振振振興興興興興興興興興興興興興興興興財財財財財財財財財財財財財財財財団団団団団団団団団団団団団団団団よよよよよよよよよよよよよよよよりりりりりりりりりりりりりりりり文化・スポーツ振興財団より

申 し 込 み
問い合わせ

文化・スポーツ振興財団
（�◯８８ １１１６）
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◎申し込み・問い合わせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民サービスグループ（�◯８５ １８５５）

無料法律相談
交通事故や金銭貸借、損害賠償、

離婚などの法律問題について、札
幌弁護士会室蘭支部の弁護士が相
談をお受けします。相談を希望す
る方は１月３０日（火）までにお申し込
みください。
※裁判や調停中のもの、同じ方に
よる同一内容の相談はお受けで
きません。

◎鉄南ふれあいセンターでの相談

▼日時　２月１７日（土）　９時３０分～
１２時

▼場所　鉄南ふれあいセンター

▼担当弁護士　 高  村 　 真  人 弁護士
たか むら まさ と

▼定員　６人（申込順）

◎弁護士事務所での相談

▼担当弁護士　高村　真人弁護士

▼定員　６人（申込順）
※相談日時は、市民サービスグル
ープにお問い合わせください。

くらしの無料相談
相続や遺言、各種契約などで官

公署に提出する書類について、北
海道行政書士会室蘭支部の行政書
士が、無料で相談をお受けします。

▼日時　１月１３日（土）、２月１０日（土）　
９時３０分～１２時

▼場所　鉄南ふれあいセンター

▼定員 各１０人（申込順）
※直接会場にお越しいただいても
相談できますが、できるだけ事
前にお申し込みください。

▼申し込み　１月分は１月１２日（金）、
２月分は２月９日（金）までに電話
でお申し込みください
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問い合わせ　市民サービスグループ（�◯８５ １８５５）

��������	
��

�無理するな　あせる心に　事故がまち 【 鷲  老  会 　 高  橋  春  美 さん】
しゅう ろう かい たか はし はる み

�自信ある　人ほど守る　良いマナー 【 寿  楽  会 　 二  木  哲  成 さん】
じゅ らく かい に き てつ なり

�反射材　転ばぬ先の　心杖 【 寿  楽  会 　 皆  川  和  雄 さん】
じゅ らく かい みな がわ かず お

��������	
���

�暗闇に　我が身を守る　反射材 【 長  寿  会 　 斉  藤  正  子 さん】
ちょう じゅ かい さい とう まさ こ

�事故出すな　家族のために　我がために 【 鷲  老  会 　 外  山 
しゅう ろう かい と やま

 恭 
きょう

 平 さん】
へい

�酔って乗る　天国地獄の　別れ道 【むつば会　 小  野  寺  等 さん】
お の でら ひとし

��������	
�����

�たった一杯　たかが一杯　事故のもと 【 鷲  楽  会 　 清 タケ子さん】
しゅう らく かい せい

�点滅は　慌てず急がず　青を待て 【 長  寿  会 　 佐  藤  八  重  子 さん】
ちょう じゅ かい さ とう や え こ

��������	
�������

�無違反を　宝としたい　ドライバー 【 長  寿  会 　 休  場 ヒロ子さん】
ちょう じゅ かい やすみ ば

�身につけて　シートベルトは　命綱 【 鷲  老  会 　 末  永  美  代  子 さん】
しゅう ろう かい すえ なが み よ こ

平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成11111111111111118888888888888888年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度平成18年度
交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通安安安安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全全全全標標標標標標標標標標標標標標標標語語語語語語語語語語語語語語語語優優優優優優優優優優優優優優優優秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀作作作作作作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品品品品品品交通安全標語優秀作品
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『
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『
▼
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』

※時間は、午前は１０時～１２時、午後は１３時～１５時、夕方は１５時～１７時３０分です。
※１は１０時３０分～１１時４０分、※２は１６時３０分（予定）～１７時３０分、※３は①１０時～②
１１時～、※４は１６時３０分（予定）～、※５は１６時～、※６は１０時～１１時、※７は１１
時１０分～１２時です。
※８はかまくらづくり、つるつるひろば、雪のすべりだいなどのあそび場があります。
※９は森のおうちカフェ、石窯コーナーなどが体験できます（実費がかかります）。
※各プログラムは開始１時間前から受け付けします。

１月１４日（日）１月１３日（土）１月１２日（金）
参加料定員プログラム

午後午前夕方午後午前夕方午後午前
●５００円１５人モモくら・歩くスキー

●１００円１０組子どもとお散歩雪めぐりツ
アー（親子向け）（※１）

●２００円１５人モモくら・鉱山大捜査線

●１００円１５人大人ののんびり散策
かんじき編

●１００円１５人夜の森をあるこう！（※２）

●１００円１５人ともこおねえさんの絵合
わせカルタづくり（※３）

●３００円１０人もみの木オイル抽出体けん

●５００円１５人モモくら・草木染め

●１００円１５人モモくら・葉拓つくり

●４００円１０組ひげ工房の
木のパズルづくり

－１０組ひげ工房の花炭づくり

●－－コーザン
キャンドルナイト（※４）

●－－プチ音楽会（※５）

－１０人冬のプロムナード
冬のあれこれ探し

●３００円１０人
粘土でつくろう！
モモンガくんのマグネッ
ト！（※６）

●３００円１０人粘土でつくろう！
森のケーキ屋さん（※７）

－１０人冬山アドベンチャープログ
ラム（小学４～６年生向け）

●－－しりすべり選手権

●未定１０組木でかなでよう！
楽器づくり

●●●●●●－－森のゆきあそびひろば
（※８）

●●●●●●－－森のいやしひろば（※９）

５００円－粘土式蜜ろうキャンドル
つくり体けん

●●●●●●●●－－『森のお教室』絵画展

●●●●●●●●－－コーザン
みんなの写真展 

問い合わせ
ふぉれすと鉱山
（�◯８５ ２５６９）

◎申し込み

ＮＰＯ法人モモンガくらぶ事務局
（ふぉれすと鉱山内）

ＮＰＯ
法人モモンガくらぶ主催ＮＰＯ
法人モモンガくらぶ主催ＮＰＯ
法人モモンガくらぶ主催ＮＰＯ
法人モモンガくらぶ主催ふぉれすと鉱山よりふぉれすと鉱山よりふぉれすと鉱山より

冬休み冬休み冬休み
スペシャルウイ

ーク
スペシャルウイ

ーク
スペシャルウイ

ーク
200720072007

ふぉれすと鉱山よりふぉれすと鉱山より
冬休み冬休み

スペシャルウイ
ーク

スペシャルウイ
ーク

20072007

～内でも外でも～内でも外でも コーザン～コーザン～

◎冬のハイキング

雪が降り積もったあとには、生きもの
たちの息吹にそっと触れてみよう。
冬ならではの楽しみ方は、なんといっ
ても雪。雪の中でお散歩しながら、いろ
んな発見を一緒にしてみませんか？

▼日時　１月２８日（日）　１０時～１２時

▼集合場所　ふぉれすと鉱山

▼定員　１０人（申込順）

▼対象　どなたでも参加できますが、小
学生以下は保護者同伴

▼参加料　３００円

◎わんぱく自然体験活動　　　　
シリーズ・冬

零下○○℃、そっとはく息も真っ白に
凍る・・寒さの中で、一晩を過ごそう！
朝になるとき、君はきっと、もっとたく
ましくなれているはず！

▼日時　１月２０日（土）１２時～２１日（日）１３時

▼場所　ふぉれすと鉱山

▼定員　１２人（申込順）

▼対象　小学４～６年生、中学生

▼参加料　２，０００円
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親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親ととととととととととととととととととととととととととととととととと子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子ののののののののののののののののののののののののののののののののの食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室ををををををををををををををををををををををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす親と子の食育教室を開催します

安達さん（登別市食生活改善
推進員協議会�◯８５ ７８４５）

申し込み

▼日時　１月１２日（金）・１３日（土）　１０時～１２時３０分

▼場所　しんた２１

▼対象　幼児から小学６年生までのお子さんとその
保護者

※小学４年生以上のお子さんは、１人でも参加でき
ます。

▼内容　オードブルすし、３色ナムル、お吸い物

▼定員　各３０人（申込順）

▼参加料　３００円

▼持ち物　エプロン、三角きん、上靴

▼申込期限　１月９日（火）

アジア最大級のアートイベント『デザイン・フェ
スタｖｏｌ．２４』が、１２月２日（土）・３日（日）に日本最大の
国際展示施設『東京ビッグサイト』で行われ、マル
チメディア科の６０人が参加しました。
会場では、作品の審査はなく、表現も自由にでき

るため、著名な方から今後活躍が期待される若手ま
で、プロやアマのたくさんのアーティストが参加。
絵画にイラスト、陶器にオブジェ、写真、グラフィ
ック、空間デザイン、アクセサリー、パフォーマン
スなど、多くのジャンルで個性的な作品が会場にあ
ふれていました。

マルチメディア科
『デザイン・フェスタＶｏｌ．２４』レポート

体験入学のご案内
今月の体験入学は、１月２０日（土）に行います。多く
の皆さんの参加をお待ちしています。

▼問い合わせ　入学広報室（�０１２０－６６６－９６５）

日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本工工工工工工工工工工工工工工工工学学学学学学学学学学学学学学学学院院院院院院院院院院院院院院院院北北北北北北北北北北北北北北北北海海海海海海海海海海海海海海海海道道道道道道道道道道道道道道道道専専専専専専専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門門門門門門門学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校便便便便便便便便便便便便便便便便りりりりりりりりりりりりりりりり日本工学院北海道専門学校便り
問い合わせ（�◯８８ ０８８８）

一人一人の心構えの大切さ
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 明日 の登別、 明日 の私
あした 2007年
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かると

『
▼
申
し
込
み
』

 

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
▼
問
い
合
わ
せ
』
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問い合わせ

水道グループ

（�◯８５ ５５１０）

水道水質検査結果の公表

登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市ののののののののののののののののののののののののののののののののの水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水ははははははははははははははははははははははははははははははははは安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全ででででででででででででででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす登別市の水道水は安全です

分　類千歳浄水場
（室蘭市より分水）登別温泉浄水場幌別浄水場水質基準値単　位項　　　　　目

微生物
０００１００以下個／�一 般 細 菌１

健

康

に

関

連

す

る

項

目

水　
　
　
　
　
　

質　
　
　
　
　
　

基　
　
　
　
　
　

準

不検出不検出不検出検出されないこと－大 腸 菌２

金属類

０．００１未満０．００１未満０．００１未満０．０１以下�／�カドミウム及びその化合物３
０．００００５未満０．００００５未満０．００００５未満０．０００５以下�／�水 銀 及 び そ の 化 合 物４
０．００１未満０．００１未満０．００１未満０．０１以下�／�セ レ ン 及 び そ の 化 合 物５
０．００１未満０．００１未満０．００１未満０．０１以下�／�鉛 及 び そ の 化 合 物６
０．００１　　０．００１未満０．００１未満０．０１以下�／�ヒ 素 及 び そ の 化 合 物７
０．００５未満０．００５未満０．００５未満０．０５以下�／�六 価 ク ロ ム 化 合 物８

消毒副生成物０．００１未満０．００１未満０．００１未満０．０１以下�／�シアン化物イオン及び塩化シアン９

無機物
０．１９　　０．１　　０．１４　　１０以下�／�硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素１０
０．０８未満０．０８未満０．０８未満０．８以下�／�フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物１１
０．０５未満０．０５未満０．０５未満１以下�／�ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物１２

有機物

０．０００２未満０．０００２未満０．０００２未満０．００２以下�／�四 塩 化 炭 素１３
０．００５未満０．００５未満０．００５未満０．０５以下�／�１ 、 ４ － ジ オ キ サ ン１４
０．００２未満０．００２未満０．００２未満０．０２以下�／�１、１－ジクロロエチレン１５
０．００４未満０．００４未満０．００４未満０．０４以下�／�シス－１、２－ジクロロエチレン１６
０．００２未満０．００２未満０．００２未満０．０２以下�／�ジ ク ロ ロ メ タ ン１７
０．００１未満０．００１未満０．００１未満０．０１以下�／�テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン１８
０．００１未満０．００１未満０．００１未満０．０３以下�／�ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン１９
０．００１未満０．００１未満０．００１未満０．０１以下�／�ベ ン ゼ ン２０

消毒剤・
消毒副
生成物

０．００２未満０．００２未満０．００２未満０．０２以下�／�ク ロ ロ 酢 酸２１
０．００１　　０．００２　　０．００６　　０．０６以下�／�ク ロ ロ ホ ル ム２２
０．００４未満０．００４未満０．００５　　０．０４以下�／�ジ ク ロ ロ 酢 酸２３
０．００２　　０．００１　　０．００２　　０．１以下�／�ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン２４
０．００１未満０．００１未満０．００１未満０．０１以下�／�臭 素 酸２５
０．００５　　０．００５　　０．０１３　　０．１以下�／�総 ト リ ハ ロ メ タ ン２６
０．０２未満０．０２未満０．０２未満０．２以下�／�ト リ ク ロ ロ 酢 酸２７
０．００１　　０．００２　　０．００５　　０．０３以下�／�ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン２８
０．００１　　０．００１未満０．００１未満０．０９以下�／�ブ ロ モ ホ ル ム２９
０．００８未満０．００８未満０．００８未満０．０８以下�／�ホ ル ム ア ル デ ヒ ド３０

金属類

０．００５未満０．００５未満０．０１１　　１．０以下�／�亜 鉛 及 び そ の 化 合 物３１

水
道
水
が
有
す
べ
き
性
状
に
関
連
す
る
項
目

０．０２　　０．０１未満０．０２　　０．２以下�／�アルミニウム及びその化合物３２
０．０１未満０．０１未満０．０１未満０．３以下�／�鉄 及 び そ の 化 合 物３３
０．００５未満０．００５未満０．００５未満１．０以下�／�銅 及 び そ の 化 合 物３４

無機物１５　　１５．８　　１６．２　　２００以下�／�ナトリウム及びその化合物３５
金属類０．００５未満０．００５未満０．００５未満０．０５以下�／�マンガン及びその化合物３６

無機物
８．５　　４．６　　６．１　　２００以下�／�塩 化 物 イ オ ン３７
７５　　２１　　２２　　３００以下�／�カルシウム、マグネシウム等（硬度）３８
１７２　　１１２　　１０７　　５００以下�／�蒸 発 残 留 物３９

有機物

０．０２未満０．０２未満０．０２未満０．２以下�／�陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤４０
０．０００００１未満０．０００００１未満０．０００００１未満０．００００１以下�／�ジ ェ オ ス ミ ン４１
０．０００００１未満０．０００００１未満０．０００００１未満０．００００１以下�／�２－メチルイソボルネオール４２
０．００５未満０．００５未満０．００５未満０．０２以下�／�非 イ オ ン 界 面 活 性 剤４３
０．００１７　　０．０００６　　０．００３２　　０．００５以下�／�フ ェ ノ ー ル 類４４
０．１　　０．２　　０．３　　５以下�／�有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）４５

基礎的
性状

７．５　　７．３　　７．４　　５．８ 以上 ８．６ 以下－ｐ Ｈ 値４６
異常なし異常なし異常なし異常でないこと－味４７
異常なし異常なし異常なし異常でないこと－臭 気４８

１未満１未満１未満５以下度色 度４９
０．１未満０．１未満０．１未満２以下度濁 度５０
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情報推進グループ

�◯８５ 6586
�◯８５ 1108
Eメール:pr@city.
noboribetsu.hokkaido.jp

中
央
町
６
―　
１１

　楽しかったこと、
悲しかったこと、市
への疑問や意見・要
望などを情報推進グ
ループへ電話やはが
き、封書、ファクス、
電子メールでお寄せ
ください。なお、個
人や団体への中傷、
営利を目的としたお
話はご遠慮ください。
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子
ど
も
を
も
っ
と

伸
び
伸
び
と
育
て
た
い

不用品ダイヤル市 お申し込み・お問い合わせは
登別消費者協会（　　８３０７）８５

んほ
今月の新着図書
市立図書館
��4 3 2 4

※図書館では、毎月購入している本の全リスト
を差し上げています。ご利用ください。

このほかに新しく入った本
◇ひらがな暦 おーなり 由  子  著

ゆう こ

◇腐蝕生保（上・下）  高  杉 　　 良  著
たか すぎ りょう

◇北前船の事件  平  岩 　 弓  枝  著
ひら いわ ゆみ え

◇世界は単純なものに違いない  有  吉 　 玉  青  著
あり よし たま お

◇野の花の入院案内  徳  永 　　 進  著
とく なが すすむ

◇老師と少年  南 　　 直  哉  著
みなみ じき さい

◇ 双  六 で東海道 
すご ろく

 丸  谷 　 才  一  著
まる や さい いち

◇頭のよい子が育つ家  四  十  万  靖 ・ 渡  邊  朗  子  著
し じ ま やすし わた なべ あき こ

馬琴の嫁

  群 　ようこ　著
むれ

滝沢馬琴のひとり息子と結婚した 土 
と

 岐  村 てつ。優しそうに見えた夫は 癇 
き むら かん

 性 
しょう

持ちで、しゅうとは何でも仕切らない
と気がすまない。心の休まる日はない
が、持ち前の明るさで乗り切れる？著
者初めての時代小説。

●電動三輪車●自転車用補助いす●電動ミシン●ノートパソコン●ワープロ●車

いす（折りたたみ式）●野球用グローブ（大人左利き用）●スケート（１９㌢）●

チャイルドシート●三本糸ロックミシン●三輪車（大人用）●ＣＤ・ラジオデッ

キ（音声多重）●鋳物まきストーブ●英和辞典●二段ベッド

●電子オルガン●ワープロ●パソコン用スキャナー●スキー板（１６５㌢）●スキ

ー靴（２２．５㌢、２４．５㌢、２５．５㌢、２６㌢）●ホッケー用スケート（２２．５㌢、２３㌢）●三

輪車（３～５歳用）●スタッドレスタイヤ（１６５－８０－Ｒ１３ホイル付き、１７５－７０

－Ｒ１３ホイル付き）●スチール本棚●ピアノ●ホームタンク（９０㍑）●水槽（４５

×９０×４５㌢・台付き）●ゴルフクラブ（左利き用アイアン９本）●剣道着（はか

ま・防具一式、小・中・高生用）●ダブルベッド●小学生用学習机●石油ストー

ブ（角型）●木製ハイベッド

お届けにあがりました！

  三  田  村  蕗  子 　著
み た むら ふき こ

なぜソバ屋の出前が減り、牛乳の
宅配が伸びているのか！？ＤＶＤ、
ケーキといった新手の商品から、ハ
ウスクリーニングや書類のシュレッ
ダーといったサービスまで、デリバ
リービジネスのいまを紹介。

ゆずってください（買います）

 火～金曜日（祝日、１月２日�～１月５日�を除く）１０：００～１６：００
 ※お申し込みは、市内に居住する方が対象です。
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ゆずります（売ります）
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この広報紙は再生紙を使用しています。

全道アイスユニホックしらおい大会
参加チーム募集

誰でも気軽に楽しむことができる競
技です。
初めての方も、ぜひご参加ください。

▼日時　２月４日（日）　９時～

▼場所　ポロト湖特設リンク

▼対象　子どもの部…小学生５人１チ
ーム、一般の部…中学生以上４人１
チーム

▼参加料（１チーム）　 子どもの部
　１，０００円、一般の部３，０００円

▼申し込み　１月２６日（金）までに電話で
同実行委員会（白老町商工会内�０
１４４◯８２ ２７７５）

第２回もう一つの成人式
 ＪＩ  ＪＩ 

ジ ジ

 ＆ 
アンド

 ＢＡ  ＢＡ 言いたい放題！
バ バ

▼月日　１月８日（月）

▼場所　だて歴史の杜カルチャーセン
ター講堂

▼内容・時間　第１部（１３時～）…７０
歳以上の弁論大会～朗人の主張～、
第２部（１５時～）…１日だけの歌声
喫茶

▼参加料　第１部…無料、第２部…　
３００円（税込み）

▼第１部特別ゲスト　 ＫＡ  Ｎ  ＺＹ 
カ ン ジー

▼問い合わせ　伊達メセナ協会事務局
（だて歴史の杜カルチャーセンター
内�０１４２◯２２ １５１５）

人のうごき（平成１８年１１月末日現在）／人口53,773（＋7）　 世帯24,745（＋12）（　）は前月比 

泳いだ距離を測ってみよう
入江ウオーターマラソン

プールで泳いだ（歩いた）距離がど
れくらいか毎回記録します。
目標の距離を目指しながら、健康づ

くりを楽しみましょう。

▼期間　３月３１日（土）まで

▼場所　入江運動公園温水プール

▼参加料　無料
※プール利用料が必要です。
※お得な回数券もあります。

▼申し込み　１月３０日（火）までに、入江
運動公園温水プール（�◯２２ ２４６６）
に備え付けの用紙によりお申し込み
ください
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1,000人に登別温泉入浴をご招待

▼日時　２月４日（日）　１２時～１５時

▼定員　１，０００人（市内に居住している方）
※応募者多数の場合は抽選します。

▼申込方法　往復はがきの往信の裏に、代
表者の住所、氏名、年齢、電話番号、入　
浴希望者全員の方の氏名（５人まで）を、
返信の表に、代表者の住所、氏名を記入　
の上、１月２２日（月）（必着）までに郵送し
てください

▼申し込み　登別温泉旅館組合（〒０５９－０
５５１　登別温泉町６０（登別観光協会内�
◯８４ ３３１１）

▼月日　２月３日（土）・４日（日）

▼場所　登別温泉街、カルルス温泉街

２月３日（土）

内　　容場　　所行　　事時間

赤鬼・青鬼の『湯鬼神』
がカルルス温泉の湯治客
を訪問し、郷土芸能『湯
鬼神かぐら』の披露と厄
払いを行います。

カルルス温泉街カルルス訪問
１３：００～

１５：００

湯まつり開始セレモニー
を行います。地獄谷源泉汲み上げ・出発式１７：３０

地獄谷から出てきた大勢
の湯鬼神が登別温泉街に
繰り出し、観光客や市民
の皆さんの厄払いを行い
ます。

登別温泉街
（旅館・商店回り）

厄払い湯鬼神群舞

１８：００～

２０：３０

登別温泉街
（飲食店回り）

２１：００～

２２：００

２月４日（日）

内　　容場　　所行　　事時間

登別温泉旅館組合による、
市民１，０００人の方を温泉入
浴にご招待します。

各旅館・ホテル

温泉入浴ご招待
１２：００～
１５：００

赤鬼・青鬼の『湯鬼神』が
登別温泉街の旅館やホテル
を練り歩き、厄払いを行い
ます。

厄払い湯鬼神群舞
１８：００～

２０：１０

登別温泉の名湯『子宝湯』
にちなんだ『子宝もち』を
まきます。まつり広場

（道南バス登別温
泉ターミナル）

子宝もちまき２１：００

厳寒の夜、下帯姿の若者た
ちによる勇壮な湯かけ合戦
が繰り広げられます。

源泉湯かけ合戦
２１：１０～

２１：２５

※都合により催し物・時間が一部変更になる場合があります。

問い合わせ
登別観光協会（�◯８４ ３３１１）
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